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平
成

二
十
年
六
月
十
八
日 

平
成

二
十
年
第

二
回
北
方

町
議
会
定
例
会
会
議
録 

（
第

一

日

） 
 

 

一
、
出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
席
議
員 

 
 

一
番 

 

鈴 

木 

浩 

之 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
番 

 

安 

藤 

浩 

孝 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
番 

 

廣 

瀬 

和 

良 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
四
番 

 

中 

村 

広 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
五
番 

 

福 

井 

裕 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
番 

 

立 

川 

良 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
番 

 
戸 

部 

哲 

哉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
番 

 

井 
野 

勝 

已 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
番 

 

日 
比 
玲 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
番 

 

田 

中 
五 

郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

欠
席
議
員 

 

な 

し 

 

二
、
職
務
の
た
め
出
席
し
た
事
務
局
職
員
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

高 

橋 

善 

明 

 
 

 
 

 
 

 

議

会

書

記 
 

木
野
村 

幸 

子 

 
 

 
 

 
 

 

議

会

書

記 
 

小 

林 

卓 

二 

 

三
、
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
の
職
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 

町

長 
 

室 

戸 

英 

夫 

 
 

 
 

 
 

 

副

町

長 
 

山 

本 

繁 

美 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長 
 

宮 

川 

浩 

兵 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

平 

喜 

義 
  

 
 

 
 

 
 

総

務

課

長 
 

村 

木 

俊 

文 

 
 

 
 

 
 

 

税

務

課

長 
 

高 

橋 
 

 

勉 

 
 

 
 

 
 

 

住

民

保

険

課

長 
 

山 

田 

忠 

義 

 
 

 
 

 
 

 

福

祉

健

康

課

長 
 

木
野
村 

隆 

司 

 
 

 
 

 
 

 

上

下

水

道

課

長 
 

豊 

田 
 

 

晃 

 
 

 
 

 
 

 

教

育

課

長 
 

奥 

野 

政 

興 

 
 

 
 

 
 

 

会

計

室

長 
 

渡 

辺 

雅 

尚 

 

四
、
議
事
日
程 

第

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

第
二 

会
期
の
決
定 

第
三 

諸
般
の
報
告 

第
四 

議
案

一
括
上
程 

議
案
第
十 

九 

号 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（北
方
町

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二 

十 

号 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（中
部
圏

都
市
開
発
区
域
の
指
定
に
伴
う
北
方
町
固
定
資
産
税
の

不
均

一
課
税
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十

一
号 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（北
方
町

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
二
号 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（北
方
町

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

（町
長
提
出
） 

参

事

兼 

都
市
環
境
農
政
課
長 
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議
案
第
二
十
三
号 

北
方
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
四
号 

北
方
町
小
口
融
資
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
五
号 

北
方
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
六
号 

北
方
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
七
号 

北
方
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
八
号 

も
と
す
広
域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
二
十
九
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（北
方
中
学
校
プ
ー

ル
改
築
工
事
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
三 

十 

号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町

一
般
会
計
補
正
予
算

（第

一

号
）
を
定
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（町
長
提
出
） 

議
案
第
三
十

一
号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町
老
人
保
健
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算

（第

一
号
）
を
定
め
る
に
つ
い
て

（町
長
提
出
） 

 

五
、
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

日
程
第

一
か
ら
日
程
第
四
ま
で 

 

 
 

午
前
九
時
四
十
五
分 

開
会 

一
、
議
長 

井
野
勝
已
君 

改
め
ま
し
て
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

十
四
日
の
土
曜
日
に
岩
手
、
宮
城
の
方
で
内
陸
大
震
災
が
あ
り
ま
し
た
。

連
日
の
よ
う
に
新
聞
、
テ
レ
ビ
等
で
そ
の
報
道
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
本
当
に
自
然
の
大
き
な
力
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
感
じ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
中
越
地
震
が
済
ん
で
何
年
も
た
っ
て
い
な
い
、
ま
た
中
国

で
も
大
変
な
惨
事
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
人
た

ち
に
対
し
て
哀
悼
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
皆
さ
ん
方
、
大
変
お
忙
し
い
中
を
全
員
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
十
人
で
あ
り
ま
す
。
定
足
数
に
達
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
議
会
は
成
立
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
平
成
二
十
年
第
二
回

北
方
町
議
会
定
例
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

直
ち
に
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
日
程
は
、
お
手
元
に
印
刷
配
付
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

日
程
第

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

一
、
議
長 

日
程
第

一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。
会
議
録
署
名

議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て

一
番
鈴

木
浩
之
君
及
び
二
番
安
藤
浩
孝
君
を
指
名
し
ま
す
。 

 
 

日
程
第
二 

会
期
の
決
定 

一
、
議
長 

日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま

で
の
三
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（異
議
な
し
） 

一
、
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日

か
ら
六
月
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
と
決
し
ま
し
た
。 

 
 

日
程
第
三 

諸
般
の
報
告 

一
、
議
長 

日
程
第
三
、
諸
般
の
報
告
を
行
い
ま
す
。
町
長
よ
り
報
告
事
項
が
あ

り
ま
す
の
で
、
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
町
長
。 
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一
、
町
長 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
第
二
回
の
定
例
議
会
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
さ
ん

方
に
は
、
全
員
の
皆
さ
ん
御
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ご
審
議
を
い
た
だ

け
ま
す
こ
と
を
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

諸
般
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
前
に
、
過
日
の
岩
手

・
宮
城
内
陸
地
震

で
被
災
を
さ
れ
た
方
、
今
な
お
行
方
不
明
の
方
、
そ
し
て
ま
た
犠
牲
と
な
ら

れ
て
、
命
を
失
わ
れ
た
方
に
心
か
ら
お
見
舞
い
と
哀
悼
の
意
を
表
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
上
は
、

一
日
も
早
い
復
興
と
故
人
の
御
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
諸
般
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず

一
点
目
は
、
平
成
二
十
年
第

一
回
岐
阜
地
域
肢
体
不
自
由
児
母
子
通

園
施
設
組
合
議
会
の
定
例
会
が
、
過
ぐ
る
三
月
二
十
八
日
、
岐
阜
市
役
所
に

お
い
て
開
催
を
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
御
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

第

一
号
議
案
と
し
て
、
平
成
二
十
年
岐
阜
地
域
肢
体
不
自
由
児
母
子
通
園

施
設
組
合

一
般
会
計
予
算
を
審
議
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
予

算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
歳
出
の
総
額
を

一
億

一
千
七
百
四
十
四
万
二
千

円
と
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
対
前
年
と
比
較
を
い
た
し
ま
す
と
、

二
千
三
百
六
十
四
万
八
千
円
の
増
額
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
主
な
理
由

は
、
本
年
度
よ
り
常
勤
の
医
師

一
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
千
百
万
円
と
、

退
職
基
金
積
立
金
の
千
二
百
万
円
を
充
て
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
支
払
い
に
対
す
る
歳
入
は
、
繰
越
金
の
一
千
万
円
と
保
険
診
療

収
入
千
三
百
万
円
で
調
達
す
る
こ
と
と
な

っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
二
号
議
案
と
し
て
提
案
さ
れ
ま
し
た
岐
阜
地
域
肢
体
不
自
由
児
母
子
通

園
施
設
組
合
管
理
者
等
の
給
料
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
字
句
の
修
正
と
削
除
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
「管
理
者

等
」
と
あ
る
も
の
を

「特
別
職
の
職
員
」
と
改
め
る
こ
と
と
、
「会
計
管
理

者
」
と
あ
る
文
言
を
削
除
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
給
料
の

額
を
定
め
た
第
二
条
、
「会
計
管
理
者
の
年
額

一
万
五
千
円
」
の
字
句
も
削

除
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
樽
見
鉄
道
連
絡
協
議
会
総
会
が
、
過
ぐ
る
六
月
二
日
、
大
垣
市
役

所
で
開
催
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

第

一
号
議
案
と
し
て
、
平
成
十
九
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
総
額
は
八
十
五
万
六
千
四

百
九
十
二
円
。
そ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
分
担
金
が
六
十
六
万
円
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
十
九
万
五
千
三
百
九
十
五
円
の
ほ
か
、

雑
入
の
預
金
利
息
と
し
て
千
九
十
七
円
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
分
担
金
の
内
訳
は
、
大
垣
市
、
瑞
穂
市
、
本
巣
市
が
そ
れ
ぞ
れ
二
十

万
円
、
そ
れ
か
ら
北
方
町
と
揖
斐
川
町
が
そ
れ
ぞ
れ
三
万
円
を
負
担
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
出
の
総
額
は
六
十
五
万
五
千
四
百
五
十
円
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
内

容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
費
と
し
て
二
千
九
百
十
円
、
事
業
費
と
し
て
六

十
四
万
四
千
百
円
、
こ
れ
の
内
訳
は
、
株
式
会
社
シ
ー
ズ
総
合
政
策
研
究
所

へ
の
樽
見
鉄
道
の
経
営
監
視
業
務
の
作
成
委
託
料
と
し
て
六
十
万
円
が
支
払

わ
れ
て
お
り
、
ま
た
駅
の
清
掃
を
し
て
い
た
だ
く
と
き
の
ジ

ュ
ー
ス
代
と
し

て
四
万
四
千
百
円
が
支
出
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
事
務
費
と

し
て
八
千
四
百
四
十
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
入
歳
出
の
差
し
引
き
残
高
二
十
万

一
千
四
十
二
円
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
年
度

へ
の
繰
越
金
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 
第
二
号
議
案
で
は
、
役
員
改
選
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
会

長
に
は
、
従
来
大
垣
市
長
が
就
任
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
総
会
に
お
い

て
本
巣
市
長
に
交
代
を
さ
れ
て
、
就
任
を
さ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な

お
、
大
垣
市
長
は
副
会
長
と
し
て
、
引
き
続
い
て
そ
の
職
務
に
つ
い
て
い
た
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だ
く
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
新
役
員

は
、
会
長
と
し
て
藤
原
本
巣
市
長
、
副
会
長
と
し
て
小
川
大
垣
市
長
が
就
任

を
さ
れ
ま
し
た
。
も
う

一
人
の
副
会
長
に
は
、
従
来
ど
お
り
堀
瑞
穂
市
長
、

監
事
に
は
宗
宮
揖
斐
川
町
長
と
、
私
室
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
重
任
と
な
り
ま
し
た
。 

 

第
三
号
議
案
と
し
て
、
規
約
の
改
正
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
内
容
は
、
幹
事
会
を
構
成
い
た
し
ま
す
各
市
町
の
担
当
職
員
の
職
名
を

変
更
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
四
号
議
案
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
の
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て

が
提
案
を
さ
れ
ま
し
た
。
事
業
計
画
と
い
た
し
ま
し
て
は
例
年
ど
お
り
で
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
樽
見
鉄
道
株
式
会
社
の
経
営
に
関
す
る
監
視
を
行
う

こ
と
、
二
番
目
に
、
樽
見
鉄
道

マ
イ
レ
ー
ル
促
進
協
議
会
と
の
連
携
を
深
め

て
い
く
こ
と
、
三
番
目
に
、
沿
線
市
町
の
支
援
体
制
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ

と
、
四
番
目
に
、
駅
清
掃
の
日
を
推
進
活
動
と
し
て
行
う
こ
と
等
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

二
十
年
度
の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
八
十
六
万

一

千
三
百
四
十
二
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
主
な
も
の
は
、
決
算
と

同
様
に
、
分
担
金
が
六
十
六
万
、
繰
越
金
が
二
十
万

一
千
四
十
二
円
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
歳
出
は
、
会
議
費
と
し
て
三
万
円
、
事
業
費
と
し
て
七
十
万
円
、

申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
本
年
度
も
こ
の
七
十
万
円
の
中
に
は
、
樽
見
鉄

道
の
内
容
に
つ
い
て
監
視
を
強
め
る
と
い
い
ま
す
か
、
監
視
体
制
を
持

っ
て

い
く
た
め
に
、
株
式
会
社
シ
ー
ズ
の
総
合
政
策
研
究
所
に
対
し
て
経
営
監
視

業
務
の
作
成
を
委
託
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
事
務
費
と
し
て
十
万
円
、

残
り
を
予
備
費
と
し
て
三
万

一
千
三
百
四
十
二
円
を
計
上
さ
れ
た
も
の
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

以
上
、
御
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

一
、
議
長 

次
に
、
事
務
局
長
よ
り
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
、
配
付
物
の
関
係

な
ど
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。
事
務
局
長
。 

一
、
議
会
事
務
局
長 

そ
れ
で
は
、
三
月
の
定
例
会
以
降
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

三
月
十
八
日
、
四
月
十
六
日
、
五
月
二
十

一
日
及
び
六
月
十
六
日
に
現
金

出
納
事
務
全
般
に
つ
い
て
出
納
検
査
が
行
わ
れ
、

一
般
会
計
、
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
、
老
人
保
健
医
療
特
別
会
計
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計
及
び
上

水
道
事
業
会
計
と
も
に
記
載
金
額
は
正
確
で
、
計
数
上
の
誤
り
は
な
い
も
の

と
認
め
ら
れ
た
旨
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

続
き
ま
し
て
、
配
付
物
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。 

 

お
手
元
に
配
付
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
深
刻
な
医
師
不
足

打
開
の
た
め
の
法
制
定
を
求
め
る
陳
情
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
改
正
を
求
め
る
陳
情
、
介
護
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
陳

情
、
過
剰
な
農
薬
取
締
法
に
よ
り
、
植
物
か
ら
成
る
農
業
用
有
機
資
材
を
締

め
出
す
不
法
な
行
政
指
導
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す
る
陳
情
書
、

そ
れ
ぞ
れ
の
写
し
を
配
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。 

一
、
議
長 

た
だ
い
ま
報
告
の
あ
り
ま
し
た
中
で
、
議
会
運
営
委
員
会
で
決
ま
り

ま
し
た
深
刻
な
医
師
不
足
打
開
の
た
め
の
法
制
定
を
求
め
る
陳
情
、
看
護
師

等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
改
正
を
求
め
る
陳
情
及
び
介
護
職

員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
陳
情
は
、
厚
生
都
市
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付
託

い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（異
議
な
し
） 

一
、
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
深
刻
な
医
師
不
足
打
開
の
た

め
の
法
制
定
を
求
め
る
陳
情
、
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
の
改
正
を
求
め
る
陳
情
及
び
介
護
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
陳
情
に
つ

い
て
は
、
厚
生
都
市
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付
託
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
土
地
開
発
公
社
及
び
施
設
管
理
公
社
に
つ
い
て
、
報
告
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
副
町
長
。 
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一
、
副
町
長 

そ
れ
で
は
、
私
の
方
か
ら
、
北
方
町
土
地
開
発
公
社
の
平
成
十
九

年
度
決
算
と
北
方
町
施
設
管
理
公
社
の
平
成
十
九
年
度
決
算
、
並
び
に
平
成

二
十
年
度
予
算
に
つ
い
て
、
あ
わ
せ
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
報
告
第
三
号
の
土
地
開
発
公
社
の
決
算
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成

十
九
年
度
決
算
に
お
い
て
も
公
有
地
の
先
行
取
得
等
の
事
業
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
人
件
費
等
、
経
常
経
費
の
十
万
四
千
百
七
十
五
円
の
み
の
決

算
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
五
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
公
社

の
理
事
会
に
お
い
て
、
原
案
ど
お
り
御
承
認
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
御

報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

次
に
、
報
告
第
四
号
と
第
五
号
の
北
方
町
施
設
管
理
公
社
の
平
成
十
九
年

度
の
一
般
会
計
と
県
営
北
方
住
宅
駐
車
場
特
別
会
計
の
収
支
決
算
に
つ
い
て
、

ま
た
平
成
二
十
年
度
の
事
業
計
画
、
並
び
に
収
支
予
算
に
つ
い
て
、
御
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

平
成
十
九
年
度
施
設
管
理
公
社

一
般
会
計
の
収
支
決
算
額
は
七
千
九
十

一

万
二
千
五
百
三
十
九
円
と
な
り
ま
し
て
、
収
入
、
支
出
額
と
も
に
同
額
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
精
算
し
ま
し
た
剰
余
金
は
す
べ
て
県
及
び
町
に
、

管
理
委
託
契
約
に
基
づ
き
ま
し
て
全
額
を
返
還
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
公
社
の
正
味
財
産
で
す
が
、
基
本
財
産
の
五
百
万

円
と
、
車
両
等
の
固
定
資
産
十
八
万

一
千
五
百
六
十
五
円
と
な

っ
て
お
り
ま

す
。 

 

な
お
、
収
支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
財
産
目
録
に
つ
い
て
は
、
お
手
元

の
決
算
書
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
県
営
北
方
住
宅
駐
車
場
特
別
会
計
の
収
支
決
算
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
。 

 

平
成
十
九
年
度
の
月
平
均
の
駐
車
場
契
約
台
数
は
六
百
七
十
四
台
と
な

っ

て
お
り
ま
し
て
、
収
入
決
算
額
は

一
千
六
百
九
十
万
二
千
四
百
十

一
円
で
、

そ
の
う
ち

一
千
五
百
八
十
五
万
六
千
二
百
円
が
利
用
者
か
ら
の
使
用
料
金
と

な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
方
、
支
出
決
算
額
で
す
が
、

一
千
五
百
九
十
二
万
八
千
七
十
円
で
、
そ

の
う
ち

一
千
三
百
九
十
八
万
七
千
五
百
七
十
五
円
を
駐
車
料
金
と
し
て
県
の

方

へ
納
付
し
て
お
り
ま
す
。 

 

な
お
、
収
入
決
算
額
か
ら
支
出
決
算
額
を
引
き
ま
し
た
九
十
七
万
四
千
三

百
四
十

一
円
が
次
年
度

へ
の
繰
越
金
と
な
り
ま
し
た
。 

 

次
に
、
平
成
二
十
年
度
の
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

事
業
計
画
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県
よ
り
管
理
業
務
を
受
け
て
お
り
ま
す
県

営
住
宅

ハ
イ
タ
ウ
ン
の
北
方
Ｓ

一
棟
か
ら
Ｓ
四
棟
ま
で
と
、
Ａ
二
棟
、
Ａ
四

棟
の
計
六
棟
分
、
五
百
五
十

一
戸
の
入
退
去
及
び
建
物
等
の
施
設
設
備
等
の

維
持
管
理
業
務
が
主
な
事
業
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
町
か
ら
委
託
を
受
け
て
お
り
ま
す
働
く
婦
人
の
家
、
高
齢
者
ふ
れ

あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー
、
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
も
、
地
域
住
民
の
皆

さ
ん
に
よ
り
安
心
し
て
快
適
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
維
持
管
理
業

務
等
の
事
業
計
画
を
立
て
て
お
り
ま
す
。 

 

な
お
、
施
設
管
理
公
社

一
般
会
計
の
収
支
予
算
額
で
す
が
、
九
千
七
百
五

万
二
千
円
で
、
前
年
度
と
比
べ
て
、
県
営
住
宅
費
で
二
千
四
百
万
円
ほ
ど
の

増
額
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
主
な
要
因
と
し
ま
し
て
は
、
Ｓ

一
棟
の
屋

根
防
水
工
事
費
と
し
て
三
千
五
百
十
三
万
五
千
円
が
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
県
営
北
方
住
宅
駐
車
場
特
別
会
計
の
二
十
年
度
の
収
支
予
算
額
は

一
千
六
百
七
十
二
万
九
千
円
で
、
前
年
度
に
比
べ
ま
し
て
四
十
万
五
千
円
の

増
額
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 
以
上
が
平
成
二
十
年
度
北
方
町
施
設
管
理
公
社
の
事
業
計
画
と

一
般
会
計
、

並
び
に
県
営
北
方
住
宅
駐
車
場
特
別
会
計
収
支
予
算
書
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
去
る
三
月
二
十
六
日
の
施
設
管
理
公
社
理
事

会
協
議
会
に
て
、
ま
た
十
九
年
度
の
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
五
月
二
十
二
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日
の
理
事
会
で
そ
れ
ぞ
れ
承
認
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
以
上
で
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
き

ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
御
理
解
を
賜
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
以
上
で
あ
り
ま
す
。 

一
、
議
長 

次
に
、
郡
町
村
議
長
会
並
び
に
評
議
会
の
報
告
を
事
務
局
よ
り
い
た

し
ま
す
。
事
務
局
長
。 

一
、
議
会
事
務
局
長 

郡
町
村
議
会
議
長
並
び
に
評
議
会
で
あ
り
ま
す
。 

 

六
月
二
日
、
郡
町
村
議
会
議
長
会
並
び
に
評
議
会
が
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

岐
阜
県
町
村
議
会
議
長
会
の
役
員
の
選
任
が
行
わ
れ
、
当
町
の
議
長
で
あ

り
ま
す
井
野
議
長
が
会
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
平
成
二
十
年
度
の
行
事
等
に
つ
い
て
も
審
議
を
さ
れ
ま
し
た
。
以

上
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

日
程
第
四 

議
案
第
十
九
号
か
ら
議
案
第
三
十

一
号
ま
で
に
つ
い
て 

一
、
議
長 

日
程
第
四
、
議
案
第
十
九
号
か
ら
議
案
第
三
十

一
号
ま
で
を

一
括
上

程
い
た
し
ま
す
。 

 

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
町
長
。 

一
、
町
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
十
九
号
か
ら
議
案
第
三
十

一
号
ま
で

一
括
し
て

提
案
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
十
九
号
か
ら
二
十
二
号
ま
で
の
四
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

十
九
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
健
康
保
険
法
や
医
療
保
険
法
な
ど
の
改
正
が

行
わ
れ
ま
し
て
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十

一
日
に
公
布
を
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
に
関
す
る
地
方
税
法
の
改
正
が
、
国
会
審
議
の
お
く
れ
か
ら
、
四
月
三

十
日
に
再
議
決
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
な

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
議
会
を
招
集

す
る
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
に

よ
っ
て
専
決
処
分
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
保
税
の
課
税
額
に
後
期
高
齢
者
支
援
金

を
加
え
る
こ
と
、
ま
た
課
税
限
度
額
を
、
医
療
給
付
費
に
つ
い
て
は

「五
十

六
万
円
」
を

「四
十
七
万
円
」
に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
に
つ
い
て
は

「十

二
万
円
」
と
す
る
こ
と
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
号
の
専
決
処
分
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
内
容
に
つ
き
ま

し
て
は
、
本
町
は
中
部
圏
都
市
開
発
区
域
の
指
定
を
受
け
て
お
り
ま
し
て
、

こ
の
た
び
、
関
係
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
部
圏
都
市
開
発
区
域
の
指
定
に
伴
う
北
方
町
固
定
資
産
税
の
不
均

一
課
税

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

改
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
指
定
の
日
か
ら
の
期
間
を
二
年
間
延
長

し
て
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
、
当
該
固
定
資

産
の
取
得
価
格
を

「九
億
円
」
か
ら

「十
億
円
」
を
超
え
る
こ
と
と
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十

一
号
の
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、

戸
籍
法
と
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、

北
方
町
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
を
専
決
処
分
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

改
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
表
を

一
部
改
正
い
た
し
ま
し
て
、
法

律
の
対
象
条
項
を
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
二
号 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、

地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
よ
り
ま
し
て
、
北
方
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
を
専
決
処
分
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
そ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
公
益
法
人
に
つ
い
て
、

一
般
社
団
法
人
及

び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
、
そ
れ
か
ら
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
、
そ
れ
か
ら

一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財

団
法
人
に
対
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
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に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
が
整
備
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
法
人
住
民
税
の
均
等
割
が
最
低
税
率
を
適
用
さ

れ
る
も
の
、
非
課
税
と
さ
れ
る
も
の
の
区
分
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
新

築
住
宅
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
延
長
す
る
こ
と
や
、
省

エ
ネ

住
宅
の
改
修
工
事
に
係
る
減
額
措
置
の
創
設
が
行
わ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

議
案
第
二
十
三
号 
北
方
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

国
民
健
康
保
険
税
の
案
分
率
の
改
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ

の
改
正
に
よ
り
、

一
般
被
保
険
者
医
療
給
付
費
分
の
所
得
割

「八

・
二
％
」

を

「六

・
一
％
」
に
、
資
産
割
を

「四
八

・
七
％
」
か
ら

「三
四
％
」

へ
、

退
職
介
護
納
付
金
分
の
所
得
割
を

「二

・
五
四
％
」
か
ら

「二

・
〇
％
」
に
、

均
等
割
を

「
一
万
七
千
円
」
か
ら

「
一
万
三
千
五
百
円
」

へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ

引
き
下
げ
を
図
り
ま
し
た
。
ま
た
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
課
税
に
係
る
所

得
割

一
・
七
％
、
資
産
割
九
％
、
均
等
割
六
千
八
百
円
の
案
分
を
設
定
し
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
四
号 

北
方
町
小
口
融
資
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
議
案
は
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
責
任
共
有
制
度
の
導
入
に

よ
る
小
規
模
企
業
者

へ
の
安
定
的
資
金
供
給
対
策
と
、
国
の
小
口
零
細
企
業

保
証
制
度
に
準
じ
た
融
資
制
度
を
定
め
、
小
規
模
企
業
者
の
支
援
を
行
う
た

め
に
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
五
号 

北
方
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

消
防
団
員
に
対
す
る
退
職
報
償
金
制
度
に
よ
る
支
給
対
象
の
明
確
化
の
た

め
に
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
六
号 

北
方
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
補
償
額
の
拡
充
を
図
る
た
め
の
改
正
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
七
号 

北
方
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支

給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
五
号
と
改
正
理
由
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
退
職

報
償
金
の
支
給
対
象
を
明
確
に
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
八
号 

も
と
す
広
域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。 

 

幼
児
療
育
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
に
伴
い
、
組
織
市
町
の
負
担
金
の
分
賦
割

合
を
新
た
に
設
け
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
九
号 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

御
案
内
の
と
お
り
、
北
方
中
学
校
の
プ
ー
ル
の
改
築
工
事
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
工
事
契
約
を
締
結
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十

六
条
第

一
項
第
五
号
及
び
北
方
町
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産

の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
契
約
の
目
的
は
、
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お

り
北
方
中
学
校
プ
ー
ル
改
築
工
事
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
契
約
方
法

は
、
指
名
競
争
入
札
を
行

っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
契
約
金
額
と
し
て

一

億
三
千
七
百
五
十
五
万
円
。
工
期
は
、
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十

一

年

一
月
三
十

一
日
ま
で
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
契
約
の
相
手
は
、
岐
阜
県

岐
阜
市
加
納
黒
木
町
二
丁
目
四
十
六
番
地
、
岐
南
興
業
株
式
会
社
代
表
取
締

役 

尾
崎
泰
博
と
契
約
を
し
た
い
の
で
、
御
審
議
、
議
決
を
お
願
い
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
号 

平
成
二
十
年
度
北
方
町

一
般
会
計
補
正
予
算

（第

一
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号
）
を
定
め
る
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
八
百
十
七
万
二
千
円

を
追
加
し
て
、
予
算
総
額
を
五
十
億
三
千
九
百
十
七
万
二
千
円
と
す
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
役
場
前
の
民
有
地
を
取
得
し
て
、
駐
車
場

と
し
て
整
備
す
る
費
用
二
千
五
百
六
十
七
万
円
と
、
四
月
の
人
事
異
動
で
都

市
環
境
農
政
課
の
人
員
が
欠
員
に
な
り
ま
し
た
こ
と
に
よ
る
臨
時
職
員
の
賃

金
と
し
て
百
八
十
二
万
六
千
円
な
ど
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

な
お
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
繰
越
金
二
千
七
百
四
十
九
万
六
千
円
、

国
庫
補
助
金
五
十
二
万
三
千
円
な
ど
で
調
達
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十

一
号
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
二
十
年
度
北
方
町
老
人
保
健
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算

（第

一
号
）
を
定
め
る
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
三
万
六
千
円
を
増

額
い
た
し
ま
し
て
、
歳
入
歳
出
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ

一
億
二
千
百
三
十
五
万
六

千
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
老
人
保
健
給
付
費
補
助
金
百
四
十
万
円
な

ど
で
あ
り
ま
す
。 

 

歳
入
は
、
医
療
費
交
付
金
、
医
療
費
負
担
金
、
繰
越
金
を
も
っ
て
充
て
る

こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
慎
重
に
御
審
議
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
適
切
な
御

決
定
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
提
案
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

一
、
議
長 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
本
日
は
こ
れ
ま
で
と
し
、
休
会
中
に
議
案

調
査
を
行
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。
議
案
調
査
の
た
め
、
明
十
九
日
は
休
会
と
い
た

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（異
議
な
し
） 

一
、
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
明
十
九
日
を
休
会
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

第
二
日
は
、
二
十
日
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
本
会
議
を
開
き
、

一
般
質
問

及
び
議
案
審
議
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。
大
変
御
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

 
 

午
前
十
時
十
六
分 

散
会 
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右
、
会
議
の
経
過
を
記
載
し
て
そ
の
相
違
の
な
い
こ
と
を
証
す
る
た
め
こ

こ
に
署
名
す
る
。 

  
 

 

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日 

   
 

 
 

 
 

 

議 
 

長 

   
 

 
 

 
 

 

署
名
議
員 

   
 

 
 

 
 

 

署
名
議
員 
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